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東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型） 

 
東京都千代田区丸の内１－８－２ 鉃鋼ビルディング 

お問い合わせ窓口 

東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016 

受付時間：営業日の９時～17時 

https://www.tokiomarineam.co.jp/ 

 

 

 

 
 

東京海上・ベトナム株式ファンド 

（年４回決算型） 

 

運用報告書（全体版） 
 

第23期（決算日 2024年２月22日） 
第24期（決算日 2024年５月22日） 

 

受益者のみなさまへ 

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお

礼申し上げます。 

さて、「東京海上・ベトナム株式ファン

ド（年４回決算型）」は、このたび、第

24期の決算を行いましたので、第23

期～第24期の運用状況をまとめてご報

告申し上げます。 

今後とも一層のお引き立てを賜ります

よう、お願い申し上げます。 

 

 

当ファンドの仕組みは次の通りです。 

商品分類 
追加型投信／海外／株式 

（課税上は株式投資信託として取扱われ
ます。） 

信託期間 2018年６月15日から2044年11月22日 

運用方針 
信託財産の中長期的な成長をめざして
運用を行います。 

主要投資 
対 象 

東 京 海 上 ・ 
ベトナム株式 
フ ァ ン ド 

（年４回決算型） 

「東京海上・ベトナム株
式マザーファンド」を
主要投資対象とします。 

東 京 海 上 ・ 
ベトナム株式 
マザーファンド 

主として取引所に上場
（上場予定を含みます。）
されているベトナムの
企業の株式（これに準ず
るものを含みます。）お
よび未上場公開会社市
場に登録（これに準ずる
ものを含みます。）され
ているベトナムの企業
の株式等に投資します。 

投資制限 

東 京 海 上 ・ 
ベトナム株式 
フ ァ ン ド 

（年４回決算型） 

・株式への実質投資割
合には制限を設けま
せん。 

・外貨建資産への実質
投資割合には制限を
設けません。 

東 京 海 上 ・ 
ベトナム株式 
マザーファンド 

・株式への投資割合
には、制限を設けま
せん。 

・外貨建資産への投資
割合には、制限を設
けません。 

分配方針 

毎決算時に、原則として経費控除後の、繰
越分を含めた配当等収益および売買益
（評価益を含みます。）等から、基準価額の
水準、市況動向等を勘案して分配を行う
方針です。ただし、分配対象額が少額の場
合等には、収益分配を行わないことがあ
ります。 
収益の分配に充当せず、信託財産内に留
保した利益については、運用の基本方針
に基づいて運用を行います。 
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東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型） 

 
原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致し

ない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。 

また、－印は組み入れまたは売買がないことなどを示しています。  

 

○最近10期の運用実績 
 

決 算 期 
基 準 価 額 参 考 指 数 

株   式 
組 入 比 率 

純 資 産 
総 額 (分配落) 

税 込 み 
分 配 金 

期 中 
騰 落 率 

 
期 中 
騰 落 率 

 円 円 ％  ％ ％ 百万円 
15期(2022年２月22日) 12,620 500 1.8 7.59 3.8 94.5 5,166 

16期(2022年５月23日) 11,367 450 △ 6.4 6.84 △ 9.9 95.1 4,820 
17期(2022年８月22日) 12,036 500 10.3 7.44 8.8 97.5 5,098 
18期(2022年11月22日) 9,180 0 △23.7 5.49 △26.2 91.8 4,076 
19期(2023年２月22日) 10,652 50 16.6 6.15 11.9 95.9 5,338 
20期(2023年５月22日) 10,671 100 1.1 6.26 1.8 96.2 5,638 
21期(2023年８月22日) 11,823 500 15.5 7.24 15.7 93.7 6,506 
22期(2023年11月22日) 11,273 400 △ 1.3 6.82 △ 5.8 94.3 6,478 

23期(2024年２月22日) 11,912 500 10.1 7.54 10.6 94.7 7,041 
24期(2024年５月22日) 12,265 500 7.2 7.84 3.9 96.6 7,067 

 
（注） 基準価額の騰落率は分配金込みです。 
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。 

 

 

○当作成期中の基準価額と市況等の推移 

決 算 期 年 月 日 
基 準 価 額 参 考 指 数 株   式 

組 入 比 率  騰 落 率  騰 落 率 

第23期 

(期  首) 円 ％  ％ ％ 
2023年11月22日 11,273 － 6.82 － 94.3 

11月末 10,997 △ 2.4 6.68 △ 2.1 93.6 
12月末 10,899 △ 3.3 6.59 △ 3.4 94.0 

2024年１月末 11,798 4.7 7.13 4.4 94.4 
(期  末)      

2024年２月22日 12,412 10.1 7.54 10.6 94.7 

第24期 

(期  首)      
2024年２月22日 11,912 － 7.54 － 94.7 

２月末 12,195 2.4 7.67 1.7 94.5 
３月末 12,610 5.9 7.87 4.4 96.1 
４月末 12,123 1.8 7.48 △ 0.9 93.5 

(期  末)      
2024年５月22日 12,765 7.2 7.84 3.9 96.6 

 
（注） 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。 
（注） 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。 
 

参考指数は、ベトナムVN指数（円換算ベース）です。参考指数は、基準価額への反映を考慮して、基準日前日のベトナムVN指数（ベトナム・

ドンベース）の値を基準日の対顧客電信売買相場の仲値（TTM）で委託会社が円換算したものです。 

ベトナムVN指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はホーチミン証券取引所に帰属します。 
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東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型） 

○運用経過 (2023年11月23日～2024年５月22日) 

■作成期間中の基準価額等の推移 
 

  

  
（注） 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォー

マンスを示すものです。 

（注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な

ります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 

（注） 分配金再投資基準価額および参考指数は、作成期首（2023年11月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しています。 

（注） 参考指数は、ベトナムVN指数（円換算ベース）です。 

 

◇基準価額の主な変動要因 
プラス要因 

・米国の早期利下げへの期待や企業業績の伸びを背景に、世界的に株式市場が上昇したこと 

・ベトナムの景気回復とともに企業業績の改善が見られたこと 

・期半ば以降、円安ベトナム・ドン高が進行したこと 

 

マイナス要因 

・米ドル高・高金利の継続により、新興国市場からの資金流出につながる場面があったこと 
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東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型） 

■投資環境 
【ベトナム株式市場】 

当作成期、ベトナム株式市場は上昇しました。 

作成期初、米国における早期利下げへの期待が高まるなか、

2023年末にかけて米国長期金利の低下とともに世界的に株式市

場は上昇しました。このような外部環境のなか、ベトナム株式市

場は不動産セクターの信用不安への政府対策に加え、2023年前半

の政策金利引き下げなど景気対策も功を奏し、堅調な動きとなり

ました。 

2024年に入ると、米国ではインフレの下げ渋りなどを背景に利

下げ観測が後退するとともに長期金利が強含みの推移に転じた

ものの、米国景気の底堅さを示す経済指標の発表が相次いだこと

や、AI（人工知能）関連の大型ハイテク株を中心に好調な企業業

績が確認されたことなどから、世界的に株式市場は続伸しまし

た。ベトナム株式市場も企業業績の着実な回復などを背景に上昇

基調を維持しました。 

４月には、米ドル高・高金利の継続などにより、資金流出懸念

から調整色が強まる場面もありましたが、ベトナム企業の2024年

1-3月期決算が好調であったことなどから、ベトナム株式市場は

作成期末にかけて再び上昇基調となりました。 

 

【為替市場】 

当作成期、ベトナム・ドン円為替レートはほぼ横ばいとなりま

した。 

作成期初から2023年末にかけて、米国では早期利下げ観測を織

り込む展開が続くなか、長期金利が低下し、日米金利差の縮小か

ら円高米ドル安基調となり、ベトナム・ドンに対しても円高とな

りました。 

2024年に入ると、米国においてインフレの下げ渋りや堅調な経済指標の発表などから、長期金利が上昇基調となり、為替

市場では主要通貨に対して米ドル独歩高が進行しました。ベトナム・ドンも対米ドルでベトナム・ドン安となりましたが、

実質固定相場制のベトナム・ドンに比べて円のボラティリティ（変動性）が高かったことなどから、円安ベトナム・ドン高

となりました。 

 

■ポートフォリオについて 
＜東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型）＞ 

「東京海上・ベトナム株式マザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持しました。 

当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は、マザーファンドの値動きを反映し、18.0％上昇しました。 

 

＜東京海上・ベトナム株式マザーファンド＞ 

バリュエーション（投資価値を測るための指標）やファンダメンタルズ（各銘柄の財務および収益状況）を勘案し、ベト

ナムの経済成長から恩恵を受けると考える金融、情報技術、一般消費財・サービスセクターなどを中心に投資しました。 

以上の運用の結果、基準価額は19.1％上昇しました。 

 

  

 
 

 



品 名：90049_135001_024_02_東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型）_1014709.docx 

日 時：2024/6/25 11:44:00 

ページ：4 

 

－ 4 － 

東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型） 

■当ファンドのベンチマークとの差異 
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません。 

グラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。 

 

 

■分配金 
当ファンドの収益分配方針に基づき、基準価額の水準や市況動向などを勘案して、次表の通りとしました。なお、収益分

配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。 

 

◇分配原資の内訳 

 （単位：円、１万口当たり、税込み） 

項 目 
第23期 第24期 

2023年11月23日～ 
2024年２月22日 

2024年２月23日～ 
2024年５月22日 

当期分配金 500  500  

(対基準価額比率) 4.028％ 3.917％ 

 当期の収益 20  298  

 当期の収益以外 480  201  

翌期繰越分配対象額 2,764  3,099  
 

（注） 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。 

（注） 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。 

 

  

  
（注） 基準価額の騰落率は分配金込みです。 

（注） 参考指数は、ベトナムVN指数（円換算ベース）です。 
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東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型） 

○今後の運用方針  

＜東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型）＞ 

「東京海上・ベトナム株式マザーファンド」を主要投資対象とし、高位の組入比率を維持します。 

 

＜東京海上・ベトナム株式マザーファンド＞ 

べトナムでは、2023年前半の利下げ開始やその後の景気回復などを背景に株式市場は上昇基調で推移しています。不動産

セクターに端を発した信用不安の影響も一段落するなか、今後、米国との経済関係強化を機に、中国に代わる製造拠点とし

ての重要性が一層高まるとともに、海外からの投資がさらに増えることも予想されます。ベトナム株式市場は、早ければ

2025年にも大手インデックスプロバイダーにより「フロンティア市場」から「エマージング市場」への格上げが行われる可

能性があるほか、拡大基調にある企業業績も引き続き相場の下支え要因になると考えます。一方、為替安定を図る必要性か

ら、もう一段の利下げに踏み切れるかどうかについては不透明な状況が続くなか、資金流出などのリスク要因には引き続き

注意が必要と考えます。 

このような環境下、ベトナムの景気拡大や所得水準の向上に恩恵を受ける業種・企業を中心に、持続可能な利益成長の観

点から銘柄を選定し、市場特性やボラティリティ、組入銘柄の流動性の状況などを考慮した運用を行う方針です。 
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東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型） 

○１万口当たりの費用明細 (2023年11月23日～2024年５月22日) 

項 目 
第23期～第24期 

項 目 の 概 要 
金 額 比 率 

  円 ％  

（a） 信 託 報 酬 103  0.875  (a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率 

 （ 投 信 会 社 ） ( 50)  (0.427)  ＊委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価 

 （ 販 売 会 社 ） ( 50)  (0.427)  ＊購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの 
 管理および事務手続き等の対価 

 （ 受 託 会 社 ） (  3)  (0.022)  ＊運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価 

（b） 売 買 委 託 手 数 料 10   0.088   (b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 
＊売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 

 （ 株  式 ） ( 10)  (0.088)   

（c） 有 価 証 券 取 引 税 4   0.031   (c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 
＊有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 

 （ 株  式 ） (  4)  (0.031)   

（d） そ の 他 費 用 8   0.066   (d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数 

 （ 保 管 費 用 ） (  7)  (0.061)  ＊保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金 
 の送金・資産の移転等に要する費用 

 （ 監 査 費 用 ） (  1)  (0.005)  ＊監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 

 合 計 125   1.060    

作成期間の平均基準価額は、11,770円です。  

 
（注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し

た結果です。 

（注） 消費税は報告日の税率を採用しています。 

（注） 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。 

（注） 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに

対応するものを含みます。 

（注） 各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたものです。 
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東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型） 

（参考情報） 

◯総経費率 

作成期間の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および

有価証券取引税を除く。）を作成期間の平均受益権口数に作成期間の平均基準価額（１口当たり）

を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.89％です。 
 

  
（注） 当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。 

（注） 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。 

（注） 各比率は、年率換算した値です。 

（注） 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。 

（注） 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。 
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東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型） 

○売買及び取引の状況 (2023年11月23日～2024年５月22日) 

 

銘 柄 
第23期～第24期 

設 定 解 約 
口 数 金 額 口 数 金 額 

 千口 千円 千口 千円 
東京海上・ベトナム株式マザーファンド 564,107 1,042,925 878,585 1,685,307 

 
 
 

○株式売買比率 (2023年11月23日～2024年５月22日) 

 

項 目 
第23期～第24期 

東京海上・ベトナム株式マザーファンド 

(a) 当作成期中の株式売買金額 31,127,061千円 
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額 49,510,970千円 

(c) 売買高比率（a）／（b） 0.62   
 
（注） (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。 

（注） (c)は、小数点以下２位未満を切り捨てています。 

 

○利害関係人との取引状況等 (2023年11月23日～2024年５月22日) 

 

 該当事項はございません。 

 
利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。 

 

○組入資産の明細 (2024年５月22日現在) 

 

銘 柄 
第22期末 第24期末 

口 数 口 数 評 価 額 

 千口 千口 千円 

東京海上・ベトナム株式マザーファンド 3,756,374 3,441,896 7,067,590 
 
 
 
 

親投資信託における組入資産の明細につきましては、後述の親投資信託の「運用報告書」をご参照ください。 
 
  

親投資信託受益証券の設定、解約状況 

親投資信託残高 
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東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型） 

○投資信託財産の構成 (2024年５月22日現在) 

項 目 
第24期末 

評 価 額 比 率 

 千円 ％ 

東京海上・ベトナム株式マザーファンド 7,067,590 95.5 

コール・ローン等、その他 331,606 4.5 

投資信託財産総額 7,399,196 100.0 
 

（注） 東京海上・ベトナム株式マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産（55,739,534千円）の投資信託財産総額（58,092,780

千円）に対する比率は95.9％です。 

（注） 外貨建資産は、当作成期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値で邦貨換算したものです。なお、当作成期末における邦貨換算

レートは100ベトナム・ドン＝0.6138円です。 

 

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 

項 目 
第23期末 第24期末 

2024年２月22日現在 2024年５月22日現在 

  円 円 

(A) 資産 7,388,440,123   7,399,196,495   

 東京海上・ベトナム株式マザーファンド(評価額) 7,041,819,683   7,067,590,484   

 未収入金 346,620,440   331,606,011   

(B) 負債 346,620,440   331,606,011   

 未払収益分配金 295,571,450   288,112,875   

 未払解約金 21,351,847   11,895,307   

 未払信託報酬 29,512,725   31,401,614   

 その他未払費用 184,418   196,215   

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 7,041,819,683   7,067,590,484   

 元本 5,911,429,007   5,762,257,519   

 次期繰越損益金 1,130,390,676   1,305,332,965   

(D) 受益権総口数 5,911,429,007口 5,762,257,519口 

 １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 11,912円 12,265円 
 

（注） 当ファンドの第23期首元本額は5,746,783,084円、第23～24期中追加設定元本額は882,710,142円、第23～24期中一部解約元本額は

867,235,707円です。 

（注） 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第10号に規定する額（元本の欠

損）となります。 

（注） 上記表中の１万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の６第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額とな

ります。 
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東京海上・ベトナム株式ファンド（年４回決算型） 

○損益の状況 

項 目 
第23期 第24期 

2023年11月23日～ 
2024年２月22日 

2024年２月23日～ 
2024年５月22日 

  円 円 

(A) 有価証券売買損益 691,981,252   509,254,018   

 売買益 717,689,839   533,151,849   

 売買損 △   25,708,587   △   23,897,831   

(B) 信託報酬等 △   29,697,143   △   31,597,829   

(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) 662,284,109   477,656,189   

(D) 前期繰越損益金 452,702,224   1,007,249,413   

(E) 追加信託差損益金 310,975,793   108,540,238   

 (配当等相当額) (    814,629,735)  (    588,687,924)  

 (売買損益相当額) (△  503,653,942)  (△  480,147,686)  

(F) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ) 1,425,962,126   1,593,445,840   

(G) 収益分配金 △  295,571,450   △  288,112,875   

 次期繰越損益金(Ｆ＋Ｇ) 1,130,390,676   1,305,332,965   

 追加信託差損益金 27,227,201   △    6,704,912   

 (配当等相当額) (    531,248,661)  (    473,719,527)  

 (売買損益相当額) (△  504,021,460)  (△  480,424,439)  

 分配準備積立金 1,103,163,475   1,312,037,877   
 

（注） (A)有価証券売買損益は、各期末の評価換えによるものを含みます。 
（注） (B)信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示しています。 
（注） (E)追加信託差損益金は、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分です。 
（注） 信託財産の運用指図に係る権限の全部または一部を委託するために要した費用として、純資産総額に対して年１万分の50の率を乗じて

得た額を委託者報酬の中から支弁しています。 
（注）分配金の計算過程は以下の通りです。 

項 目 
第23期 第24期 

2023年11月23日～ 
2024年２月22日 

2024年２月23日～ 
2024年５月22日 

a. 配当等収益(費用控除後) 12,776,566円 12,111,574円 

b. 有価証券等損益額(費用控除後) 551,625,803円 465,544,615円 

c. 信託約款に規定する収益調整金 814,997,253円 588,964,677円 

d. 信託約款に規定する分配準備積立金 550,583,964円 1,007,249,413円 

e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) 1,929,983,586円 2,073,870,279円 

f. 分配対象収益(１万口当たり) 3,264円 3,599円 

g. 分配金 295,571,450円 288,112,875円 

h. 分配金(１万口当たり) 500円 500円 

 

○分配金のお知らせ  

 第23期 第24期 

１万口当たり分配金（税込み） 500円 500円 
 

（注） 分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、分配金は全額普通分配金となります。 
（注） 分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、

下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。 
（注） 分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合は、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。 
（注） 元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した

額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。 
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